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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンクリートで形成された貯蔵室を有し、この貯蔵室の床面に配置されたキャニスタを
前記貯蔵室内を通風する空気により冷却して前記キャニスタに収容された放射性廃棄物の
崩壊熱を除熱するようにした放射性廃棄物貯蔵設備において、
　前記貯蔵室の床面に、その床面に載置された前記キャニスタの転倒に伴う衝撃力を緩和
するために、パネル状に形成された柔構造の緩衝体を前記キャニスタの載置部分を除いて
配設したことを特徴とする放射性廃棄物貯蔵設備。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、原子力発電所で使用された核燃料などの放射性廃棄物を貯蔵する放射性廃棄物
貯蔵設備に関する。
【０００２】
【従来の技術】
原子力発電所で使用された核燃料（以下、使用済燃料という）は、通常、原子力発電所か
ら再処理工場に移送されて再処理に供されるが、近年では原子力発電所での使用済燃料発
生量と再処理工場の処理能力とのバランスから使用済燃料を長期にわたって貯蔵保管する
必要性が生じつつある。
【０００３】
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ところで、使用済燃料を長期にわたって貯蔵保管する場合、その留意点の１つとして使用
済燃料から発生する崩壊熱が挙げられるが、このような崩壊熱を除熱しながら使用済燃料
を長期にわたって安全に貯蔵保管するための設備として、図４に示すような使用済燃料貯
蔵設備が従来から知られている。
【０００４】
図４に示す使用済燃料貯蔵設備は、使用済燃料を収容した鋼製の容器（以下、キャニスタ
という）１を貯蔵保管するための貯蔵室２を地下に有しており、この貯蔵室２の天井部に
は複数のキャニスタ出入口３が設けられている。これらのキャニスタ出入口３はコンクリ
ートからなる遮蔽蓋４により開放可能に遮蔽されており、キャニスタ出入口３の上方には
、使用済燃料を収容したキャニスタ１を貯蔵室２の床面２ａに吊り下ろすために移動式ク
レーン５が設けられている。
【０００５】
貯蔵室２はコンクリートで形成されており、この貯蔵室２にはキャニスタ出入口３の近傍
に設けられた空気取入口６から空気（外気）が流入し、貯蔵室２に流入した空気は貯蔵室
２の床面２ａに沿って通風した後、排気塔７の上端に設けられた空気排出口８から排出さ
れるようになっている。
【０００６】
上記のような貯蔵設備では、使用済燃料を収容したキャニスタ１が貯蔵室２内を通風する
空気により冷却されるため、使用済燃料から発生する崩壊熱を除熱することが可能である
が、キャニスタ１に地震力が作用した場合には貯蔵室２の床面２ａに載置されたキャニス
タ１が転倒し、キャニスタ１の変形や破損を招く惧れがあった。そこで、このようなキャ
ニスタ１の変形や破損を防止する対策として、図５に示すように、貯蔵室２の天井面から
円筒状のキャニスタ収容容器９を垂設し、この容器９内にキャニスタ１を１体ずつ収容し
てキャニスタ１の転倒を防止するようにしたものが提案されている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述した従来技術ではキャニスタ１に対応した数のキャニスタ収容容器９
を必要とし、しかもキャニタ収容容器９を貯蔵室２の天井面や床面２ａなどに強固に固定
しなければならないため、建設コストの大幅な上昇を招くという問題があった。
本発明は上記の問題点に鑑みてなされたもので、建設コストの大幅な上昇を招くことなく
キャニスタの転倒による変形や破損を防止することのできる放射性廃棄物貯蔵設備を提供
することを目的とするものである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　かかる目的を達成するために、本発明は、コンクリートで形成された貯蔵室を有し、こ
の貯蔵室の床面に載置されたキャニスタを前記貯蔵室内を通風する空気により冷却して前
記キャニスタに収容された放射性廃棄物の崩壊熱を除熱するようにした放射性廃棄物貯蔵
設備において、前記貯蔵室の床面に、その床面に載置された前記キャニスタの転倒に伴う
衝撃力を緩和するために、パネル状に形成された柔構造の緩衝体を前記キャニスタの載置
部分を除いて配設したことを特徴とする。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。
本発明の一実施形態に係る放射性廃棄物貯蔵設備は、図１に示すように、使用済燃料を収
容したキャニスタ１を貯蔵保管するための貯蔵室２を地下に有しており、この貯蔵室２の
天井部には複数のキャニスタ出入口３が設けられている。これらのキャニスタ出入口３は
コンクリートからなる遮蔽蓋４により開放可能に遮蔽されており、キャニスタ出入口３の
上方には、使用済燃料を収容したキャニスタ１を貯蔵室２の床面２ａに吊り下ろすために
移動式クレーン５が設けられている。
【００１０】
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貯蔵室２はコンクリートで形成されており、この貯蔵室２にはキャニスタ出入口３の近傍
に設けられた空気取入口６から空気（外気）が流入し、貯蔵室２に流入した空気は貯蔵室
２の床面２ａに沿って通風した後、排気塔７の上端に設けられた空気排出口８から排出さ
れるようになっている。
【００１１】
　キャニスタ１が載置される貯蔵室２の床面２ａには、図２に示すように、複数の緩衝体
１０が配設されている。これらの緩衝体１０はパネル状に形成されており、キャニスタ１
が載置される載置部分を除いて貯蔵室２の床面２ａに隙間なく配設されている。また、緩
衝体１０は図３に示す如く複数枚の金属薄板１１で構成されており、柔構造となっている
。
【００１２】
　このような構成の放射性廃棄物貯蔵設備では、貯蔵室２の床面２ａに載置されたキャニ
スタ１が地震力等により転倒すると、貯蔵室２の床面２ａに配設された緩衝体１０が変形
し、キャニスタ１の転倒に伴う衝撃力が緩衝体１０によって緩和される。したがって、上
述した実施形態では貯蔵室２の天井部にキャニスタ１の転倒を防止するためのキャニスタ
収容容器９（図５参照）を取り付けなくても良いため、建設コストの大幅な上昇を招くこ
となくキャニスタ１の転倒による変形や破損を防止することができる。
【００１３】
　なお、上述した実施形態では緩衝体１０を複数枚の金属薄板１１で構成したが、これに
限定されるものではなく、緩衝体１０をゴム等の弾性材や木材等で構成してもよい。また
、緩衝体１０の構造は上述した実施形態に限定されるものではなく、例えばハニカム構造
のパネル状緩衝体を貯蔵室２の床面２ａにキャニスタ１の載置部分を除いて配設してもよ
い。
【００１４】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明は、貯蔵室の床面に、その床面に載置されたキャニスタの
転倒に伴う衝撃力を緩和するために、パネル状に形成された柔構造の緩衝体をキャニスタ
の載置部分を除いて配設したことにより、建設コストの大幅な上昇を招くことなくキャニ
スタの転倒による変形や破損を防止することのできる放射性廃棄物貯蔵設備を提供できる
。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態に係る放射性廃棄物貯蔵設備の縦断面図である。
【図２】　同実施形態に係る放射性廃棄物貯蔵設備の要部を示す図で、地下貯蔵庫の床面
に配設された緩衝体を示す斜視図である。
【図３】緩衝体の構造を説明するため図で、（ａ）は緩衝体の平面図、（ｂ）は緩衝体の
側面図である。
【図４】従来の使用済燃料貯蔵設備の縦断面図である。
【図５】使用済燃料を収容したキャニスタの転倒を防止する従来技術を示す図である。
【符号の説明】
１　キャニスタ　　　　　　　　　　２　貯蔵室
３　キャニスタ出入口　　　　　　　４　遮蔽蓋
５　移動式クレーン　　　　　　　　６　空気取入口
７　排気塔　　　　　　　　　　　　８　空気排出口
１０　緩衝体
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